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池田町の組織構成及び職員数の比較（H18-H28-R３）

H18.4.1 H28.4.1 R3.4.1 H28-R３比較
課長 係員 課長 係員 課長 係員

総務課 1 総務係 4 総務課 1 総務係 4 総務課 1 総務係 4

危機管理対策室 2 +2 係増設

町づくり推進係 3

財政係 3 財政係 2

税務係 4 課税係 4 課税係 4

収納係 2 収納係 2 収納係 2

住民係 3 住民課 1 住民係 3 住民課 1 住民係 4 +1 (うち1名育休)

医療係 2 医療係 2 保険医療係 2

環境係 2 生活環境係 2 環境整美係 2

町づくり 1 企画係 2 企画政策課 1 +1 課増設

推進室 町づくり推進係 2 町づくり推進係 5 +2 (うち1名育休)

財政係 2

移住定住促進係 1 +1 係増設

福祉課 1 福祉係 3 福祉課 1 福祉係 5 健康福祉課 1 福祉係 5 （うち1名育休）

地域包括支援センター 3 地域包括支援センター 2 地域包括支援センター 4 +2 (うち2名育休)

保健係 1 保健係 1 健康増進係 8 +1

健康づくり係 3 健康づくり係 6

こども支援センター 1 こども支援センター 2 多世代相談センター 2

福祉企業センター 1 福祉企業センター 福祉企業センター 1 +1

保育係 2 保育課 1 保育係 1

南保育園 6 池田保育園 9

北保育園 8

会染保育園 7 会染保育園 8

振興課 1 農林係 4 振興課 1 農政係 3 産業振興課 1 農政係 3

花とﾊｰﾌﾞの里推進係 1 +1 係増設

耕地係 2 耕地林務係 1 耕地林務係 2 +1

観光商工係 1 商工観光係 1 商工係 1

観光推進本部派遣 1 観光推進本部派遣 1 観光係 2 +1

農業委員会 1 農業委員会 1 農業委員会 1

建設管理係 3 建設水道課 1 建設管理係 3 建設水道課 1 建設管理係 2 △ 1

建設土木係 2 土木係 2 土木係 △ 2

水道係 5 水道係 3 水道係 3

会計課 1 会計係 2 会計課 1 会計係 2 会計課 1 会計係 1 △ 1

教育課 1 総務係 2 教育課 1 学校総務係 2 学校保育課 1 学校保育係 4

文化財保護推進室

児童センター 2 児童センター 児童クラブ 1 +1

池田保育園 9

会染保育園 8

生涯学習係 4 生涯学習係 5 生涯学習課 1 生涯学習係 3
生涯学習係5名＝
生涯学習課5名として

美術館・創造館 2 クラフトパーク係 クラフトパーク係 1

議会事務局 1 議会事務局 1 議会事務局 1 議会事務局 1 議会事務局 1 議会事務局 △ 1

福祉課付(社協・松川派遣) 2 総務課付(広域派遣) 1 総務課付(大町市派遣) 1

施設組合出向 1 住民課付(育休) 1 学校保育課付(育休) 1

7 人 94 人 9 人 83 人 10 人 92 人 +10 人
計 101 人 計 92 人 計 102 人

内育休不明 内育休3人 内育休6人
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池田町定員管理計画 

（平成29年度～平成38年度） 

 

平成29年４月１日  池田町  

 

１ 定員管理計画策定の趣旨 

 

地方公共団体の行財政を取り巻く環境は依然として厳しい状況にある中で、町民ニー 

ズの高度化・多様化などに迅速かつ適切に対応することが求められています。さらに、 

地方分権化に対応すべく、町民との協働による自主・自立性の高い、将来の池田町を見 

据えた取組みを推進することが求められています。     

 

こうした状況の下、本町では、簡素で効率的な行財政運営を図るため、これまで積極 

的に行政改革に取組んできました。特に、職員数については、「池田町行財政集中改革 

プラン（平成18年６月策定）」及び「池田町町づくり推進プラン（平成19年度～平成28 

年度）」に基づき、行政サービスの低下を招かないように配慮しつつ、退職者数に対す 

る新規採用者数の補充抑制を行い、定員削減に取組んできたところです。その結果、平 

成27年度には職員総数89人まで削減を図ったところです。 

  しかしながら、この間の定員削減は厳しい財政事情を反映し、急速かつ大幅なものと 

ならざるを得ず、近年、職員個々の負担の増大が心身の故障につながるケースや、迅速 

かつ整然とした事務の遂行に支障が出つつあります。 

一方、本格的な少子高齢化による人口の減少、地方交付税及び町税収入の伸びが期待 

できない等、今後も厳しい財政状況が続くと予測され、行政経費の削減は重要であり、 

特に人件費の抑制、削減は避けてとおれない課題であり、適正な定数管理への取り組み 

は継続していく必要があります。 

 

このようなことから、今後においても社会経済情勢の変化等に的確に対応し、効率的 

な業務改善等を行う中で、業務量に応じた定員の確保により円滑な行政運営を図るため 

新たに「池田町定員管理計画」を策定するものです。 

なお、今後、国において公務員制度に係る改正等があった場合には、必要に応じて計 

画を見直すこととします。 
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２ 職員数などの現況 

 

 (1) 職員数の推移 

    当町の職員数の推移は次のとおりとなっています。 

    平成 23年から平成 28年までの推移をみると、減少傾向が進んでいます。 

 

 

※平成 26年度以前は教育長を含む 

  

平23 平24 平25 平26 平27 平28 平24 平25 平26 平27 平28

議会 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0

総務・企画 18 18 17 15 15 16 0 ▲ 1 ▲ 2 0 1

税務 7 7 6 6 6 6 0 ▲ 1 0 0 0

農林水産 8 8 8 7 6 6 0 0 ▲ 1 ▲ 1 0

商工 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 ▲ 1

土木 4 4 4 4 5 5 0 0 0 1 0

小計 42 42 40 37 37 37 0 ▲ 2 ▲ 3 0 0

民生 29 28 28 29 28 30 ▲ 1 0 1 ▲ 1 2

衛生 11 12 12 10 10 10 1 0 ▲ 2 0 0

小計 40 40 40 39 38 40 0 0 ▲ 1 ▲ 1 2

82 82 80 76 75 77 0 ▲ 2 ▲ 4 ▲ 1 2

8 8 8 9 8 8 0 0 1 ▲ 1 0

90 90 88 85 83 85 0 ▲ 2 ▲ 3 ▲ 2 2

2 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0

2 1 1 1 1 1 ▲ 1 0 0 0 0

2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 1

6 6 6 6 6 7 0 0 0 0 1

96 96 94 91 89 92 0 ▲ 2 ▲ 3 ▲ 2 3総合計

公
営
企
業
等
会

計
部
門

水道

下水道

その他

公営企業等会計部門計

職員数（人） 対前年増減（人）

普
通
会
計

福
祉
関
係
除
く
一
般
行
政

福
祉
関
係

一般行政部門計

教育

普通会計計

部門
区分
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 (2) 退職者数の推移 

    平成23年度から平成28年度までの退職者の推移をみると定年退職よりも普通退職が

多く、定年退職よりも勧奨退職により退職する職員が多い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 新規採用職員数の推移 

    新規採用職員数は年度間で大きな偏りがあります。その要因は職員の年齢層に大き

な偏りがあり、退職者が集中する年が生じ、その退職者を短い期間で補充するためで

す。 

 

  平 24 平 25 平 26 平 27 平 28 平 29 

採用者数 4 0 0 6 5 11 

対前年 4 ▲ 4 0 6 ▲ 1 6 

累計 4 4 4 10 15 26 

 

  

  平 23 平 24 平 25 平 26 平 27 平 28 

退職者数 5 2 3 7 2 4 

 定年 1 1 1 3 1   

 勧奨 3 1 2 2   2 

 普通 1     2 1 2 

 その他             

対前年 3 ▲ 3 1 4 ▲ 5 2 

累計 5 7 10 17 19 23 
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 (4) 職員の年齢構成 

    職員の年齢構成をみると、均一化されていない偏った構成となっています。 

    また、年齢によっては全体の５％以上を占めたり、在職者がいなかったりする年齢

もあります。このように、現在の職員年齢構成は著しく均衡を逸している状態にある

ため、今後は退職者の状況を踏まえながら、年齢構成の平準化を考慮した定員管理が

必要です。 

 

 

単位：人、％ 

  
20 歳 

未満 

20～

23 

歳 

24～

27 

歳 

28～

31 

歳 

32～

35 
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36～
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歳 

40～

43 

歳 

44～

47 

歳 

48～

51 

歳 

52～

55 

歳 

56～

59 

歳 

計 

H29 
職員数 0 12 7 13 12 8 5 13 19 3 7 99 

構成比 0.0 12.1 7.1 13.1 12.1 8.1 5.1 13.1 19.2 3.0 7.1 100.0 
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(5)  類似団体別職員数による定員管理の状況について（平成27年４月１日時点） 

    全国で当町と同類系になる団体数は、81団体あり、職員数においては、平成27年度で

は類似団体と比較して、全体では10人少ない状況です。 

 

 

一般行政 特別行政 

計 議会・ 

総務 
税務 

福祉 

（民生・ 

衛生） 

経済 

（労働・ 

農林水産 

・商工） 

土木 教育 

池田町 17 6 38 9 5 8 83 

類似団体 

修正値 
25 7 32 12 6 11 93 

比較 ▲ 8 ▲ 1 6 ▲ 3 ▲ 1 ▲ 3 ▲ 10 

 

 

３ 定員管理計画の見直しの必要性 

 

 (1) 適正な行政需要への対応 

   地方分権の推進に伴う権限移譲事務の受入れ、人口減少社会への対応など、さまざ 

まな行政需要の増加とともに新たな事務事業が必要となっています。特に、喫緊の課 

題への対応や総合計画やあづみ野池田総合戦略の目指す姿を実現するための重点施策 

の展開に向けた体制を整備するため、適正な職員配置が必要となっています。 

 

 (2) 人材の計画的な確保 

   将来を見据えた長期的な視点から、退職者への対応を含め人材の計画的な確保を図

ることとし、年度ごとの新規採用者の平準化に努め偏った年齢構成を是正する必要が

あります。 
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４ 定員適正化の目標 

 

 (1) 基本方針 

少子高齢化や地方分権など社会経済の変化による住民ニーズの高度化・多様化に伴 

う行政需要の増加や法律改正・制度改正への対応、さらには新たな政策目標の実現な 

ど、本来的に町が担わなければならない基本的な業務については、事務事業の見直し 

を行った上で必要となる職員数を確保し、組織・人員体制の整備に努めるものとしま 

す。 

基準となる職員数は、95人（事務職員66人、土木職員1人、保育士21人、保健師７ 

人）としますが、年代別の偏りが生じないように、100人前後で弾力を持たせた人数 

とします。 

 

① 事務事業、組織・機構の見直し 

課・係別業務量を十分勘案し、適正な人員配置を図るとともに事業の目的と役割、 

必要性、実施体制等について見直しを行い、事務事業の最適化を図ります。又、社 

会経済情勢が目まぐるしく変化するなか、柔軟な組織経営を行う必要があることか 

ら、業務配分の適正化、意思決定の迅速性等の観点から組織機構の見直しを行いま 

す。 

② 行政事務の効率化 

事務量増大に対し、事務処理の迅速化及び効率化を図るため、情報通信技術（Ｉ 

ＣＴ）の活用を図ります。また、システムの更新にあたっては、事務の見直しの観 

点を含めた見直しを行います。 

③ 職員の採用 

職員の新規採用については、退職予定者の職種や人数を勘案して、職員の年齢構 

成等も考慮しつつ計画的に行います。 

④ 民間活力の活用 

公が直接行う必要性、住民サービスに与える影響、コスト等を考慮し、民間に任 

せた方が効率的・効果的に業務が行えるものは、積極的に民間委託又は指定管理制 

度の有効活用を図ります。 

⑤ 職員の行政遂行能力の向上 

限られた人員により質の高い行政サービスを提供し、新たな行政課題にも的確に

対応していくためには、職員一人ひとりの資質や意欲の向上が不可欠です。 

職員の意識改革も含め人事管理の適正化に努めながら、更なる職員研修の充実で

人材の育成を図ります。 
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⑥ 多様な任用勤務形態職員（再任用職員、任期付職員等）の活用 

簡素で効率的な組織を維持しつつ、行政ニーズの変化や多様化に的確に対応する 

ためには、事務の種類や性質に応じ、多様な勤務形態の職員を活用することが有効 

な手段として考えられます。 

今後、職員の再配置や効果的な部署の創設などにより新たな行政需要への対応を 

図り、人的資産の有効活用・効率的な運用に努めるとともに、業務内容に適した多 

様な任用勤務形態の職員の活用により、効果的な町民サービスの提供に努めます。 

 

 (2) 計画期間 

    計画期間は、平成29年度から平成38年度までの10年間とします。 

     なお、今後、国の公務員制度に係る改正等や町を取り巻く社会経済情勢等の大きな 

変化に伴い、定員管理計画の見直しが必要となるときは、適宜計画を見直すものとし 

ます。 
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 (3) 年次別目標 

定員管理の基本的な考え方や基本方針を踏まえ、計画期間における年次別の目標数 

を設定し、目標達成に向けて取り組んでいくものとします。 

なお、定年前退職者があった場合は、採用時にはそれも含め採用者数を検討するも 

のとします。 

単位：人 

 

 
区分 

※実績 計画期間における目標職員数 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 

前年度職員合計 93 90 89 92 99 101 99 100 100 98 97 98 97 

 うち事務職員 70 68 67 67 72 73 71 71 71 69 68 69 68 

 うち土木職員 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

 うち保育士 17 16 16 19 20 20 20 21 21 21 21 21 21 

 うち保健師 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

前年度退職者 ▲3 ▲7 ▲2 ▲4 0 ▲5 ▲2 0 ▲3 ▲2 0 ▲1 ▲4 

 うち事務職員 ▲2 ▲4 ▲2 ▲2 0 ▲5 ▲2 0 ▲2 ▲1 0 ▲1 ▲3 

 うち保育士 ▲1 ▲3 0 ▲1 0 0 0 0 ▲1 ▲1 0 0 0 

 うち保健師 0 0 0 ▲1 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲1 

採用（予定）者 0 6 5 11 2 2 2 0 2 2 1 0 2 

 うち事務職員 0 3 3 7 1 2 1 0 1 1 1 0 1 

 うち土木職員 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 うち保育士 0 3 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

 うち保健師 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

職員数 90 89 92 99 101 98 98 98 97 97 98 97 95 

 うち事務職員 68 67 67 72 73 70 69 69 68 68 69 68 66 

 うち土木職員 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 うち保育士 16 16 19 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 

 うち保健師 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

再任用者数 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 

 うち事務職員 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 

 うち保育士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 うち保健師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

実質職員数 90 89 92 99 101 99 100 100 98 97 98 97 95 

 うち事務職員 68 67 67 72 73 71 71 71 69 68 69 68 66 

 うち土木職員 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 うち保育士 16 16 19 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 

 うち保健師 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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単位：円 4/1現在 単位：人

年度＼区分 正規職員決算
会計年度任用職員

（町長部局・教委合計）

H27 629,169,192 194,012,987
正規職

員

社保加

入者
合計

正規職

員

社保加

入者
合計

正規職

員

社保加

入者
合計

H28 650,572,939 202,301,472 H28 92 76 168 81 73 154 91 86 177

H29 679,252,438 246,251,158 H29 99 87 186 81 88 169 92 86 178

H30 686,229,135 254,208,957 H30 101 95 196 83 91 174 96 86 182

R1 694,580,756 246,054,660 R1 100 97 197 81 83 164 99 86 185

R2 705,952,489 251,267,564 R2 106 86 192 88 96 184 104 86 190

R3 710,367,000 256,188,095 R3 102 83 185 88 100 188 103 89 192

R4 704,983,000 255,175,926

R5 733,163,000 251,242,609

R6 746,261,000 247,402,164

R7 746,438,000 249,717,506

黄塗り部分はデータがないため直近のデータを流用

池田町の人件費の推移（R3以降決算見込み） 職員数の推移(町村・年度比較）

年度

＼

区分

池田町 松川村 白馬村

92 81 91 99
81 92 101

83 96 100
81

99 106
88

104 102
88

103

76
73

86
87

88
86

95

91
86

97

83

86
86

96
86 83 100

89

168
154

177
186

169
178

196

174
182

197

164

185
192

184190 185

188

192

0

50

100

150

200

250

池
田

松
川

白
馬

池
田

松
川

白
馬

池
田

松
川

白
馬

池
田

松
川

白
馬

池
田

松
川

白
馬

池
田

松
川

白
馬

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

人
数
（
人
）

職員数の推移

正規 社保加入者 合計

黄塗り部分はデータがないた

め直近データを流用

62.9 
65.1 

67.9 68.6 69.5 
70.6 71.0 70.5 

73.3 
74.6 74.6 

19.4 
20.2 

24.6 25.4 24.6 25.1 25.6 25.5 25.1 24.7 25.0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

H
2

7

H
2

8

H
2

9

H
3

0

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

人件費の推移（R2以降決算見込み）

正規職員決算 会計年度任用職員

（町長部局・教委合計）

人

件

費

（

千

万

円

）
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嘱託・臨時職員の人数の推移について（R3年度人数の多い順） (ゼロ値は空白としています） （単位：人）

区

別

   職種

年度

総計

保

育

士

事

務

補

助

員

児

童

セ

ン

タ

ー

職

員

（

H

3

0

か

ら

放

課

後

こ

ど

も

教

室

開

始

）

図

書

館

職

員

給

食

調

理

員

教

育

支

援

員

・

指

導

員

・

相

談

員

 

・

セ

カ

ン

ド

ス

テ

ッ

プ

看

護

師

・

保

健

師

等

栄

養

士

企

業

セ

ン

タ

ー

作

業

員

指

導

員

歯

科

衛

生

士

・

視

能

訓

練

士

地

域

お

こ

し

協

力

隊

公

民

館

職

員

学

校

の

講

師

公

用

車

運

転

員

（

主

任

）

介

護

支

援

専

門

員

宿

日

直

子

ど

も

子

育

て

相

談

支

援

員

等

理

学

療

法

士

臨

床

心

理

士

消

費

生

活

相

談

員

嘱

託

職

員

（

７

節

の

み

）

H28 117 33 16 7 6 6 15 5 4 5 5 3 3 2 1 1 2 1 1 1

H29 121 31 19 8 6 6 16 4 3 7 5 2 3 2 1 1 3 1 1 2

H30 125 32 16 15 6 6 14 4 3 5 5 2 3 2 3 2 2 1 1 3

H31 125 29 15 17 6 6 15 6 3 5 4 2 3 2 2 2 2 1 1 4

R２ 120 26 20 15 6 6 14 4 3 5 5 2 3 3 2 2 2 1 1

112 24 20 16 6 6 11 5 2 6 4 1 3 1 2 2 2 1

総計に占める割合 21% 18% 14% 5% 5% 10% 4% 2% 5% 4% 1% 3% 1% 2% 2% 2% 1%

H28比増 -27% 25% 129% -50% -67%

H28 57 13 3 7 7 4 9 1 8 3 2

H29 56 10 9 7 3 12 1 9 3 2

H30 54 4 3 9 7 3 14 1 8 3 1 1

H31 48 2 2 10 7 4 11 1 7 3 1

R２ 65 10 1 23 4 3 13 1 6 3 1

55 10 12 5 7 5 2 5 5 3 1

総計に占める割合 18% 22% 9% 13% 9% 4% 9% 9% 5% 2%

H28比増 -23% 300% -29% 25% -78% 400% -38% -100%

H28 174 46 19 14 13 10 15 14 5 5 8 5 6 3 2 1 1 2 1 2 1 1

H29 177 41 19 17 13 9 16 16 4 7 9 5 5 3 2 1 1 3 1 2 1 2

H30 179 36 19 24 13 9 14 18 4 5 8 5 5 3 2 3 2 3 1 1 1 3

H31 173 31 17 27 13 10 15 17 4 5 7 4 5 3 2 2 2 2 1 1 1 4

R２ 185 36 21 38 10 9 14 17 4 5 6 5 5 3 3 2 2 2 1 1 1

167 34 32 21 13 11 11 7 7 6 5 4 4 3 2 2 2 2 1

総計に占める割合 20% 19% 13% 8% 7% 7% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1%

H28比増 -26% 68% 50% 10% -27% -50% 40% 20% -38% -20% -33% 100% 100% -100% -100% -100%

R3

総

合

計

（

常

勤

+

必

要

随

時

）

R３

R３

常

勤

必

要

時

随

時
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R3池田松川白馬組織比較
〇〇課　総人数（一般職と任期付-会計年度）

課名 係名 職名等 人数 課名 係名 職名等 人数 課名 係名 職名等 人数

総務課長兼危機管理対策室長 課長 1 総務課長 課長 1 総務課長 課長 1
課長補佐/係長 1 課長補佐/係長 1 課長補佐/係長 1

主査以下 3 主査以下 3 主査以下 3
会計年度任用職員 2 会計年度任用職員 2 会計年度任用職員 6
課長補佐/係長 1 課長補佐/係長 1 課長補佐/係長 1

主査以下 0 主査以下 0 主査以下 2
任期付職員 1 課長補佐/係長 1 会計年度任用職員 6

会計年度任用職員 1 主査以下 2 課長補佐/係長 1
課長補佐/係長 1 課長補佐/係長 1 主査以下 1

主査以下 3 主査以下 2 課付 課長補佐/係長 2
会計年度任用職員 1 課長補佐/係長 1 税務課長 課長 1
課長補佐/係長 1 主査以下 0 課長補佐/係長 1

主査以下 1 会計年度任用職員 2 主査以下 4
会計年度任用職員 1 総務課長兼村税徴収係長 課長 1 課長補佐/係長 1

課付保育士（主事） 主査以下 1 課長補佐/係長 1 主査以下 2
企画政策課長 課長 1 主査以下 3 会計年度任用職員 2

課長補佐/係長 2 会計年度任用職員 2 課付 主査以下 1
主査以下 3

課長補佐/係長 1
主査以下 1

課長補佐/係長 1
主査以下 0

会計年度任用職員 2

住民課長 課長 1 住民課長 課長 1 住民課長 課長 1
課長補佐/係長 1 課長補佐/係長 1 課長補佐/係長 1

主査以下 3 主査以下 2 主査以下 4
課長補佐/係長 1 課長補佐/係長 1 会計年度任用職員 2

主査以下 1 主査以下 0 課長補佐/係長 2 1名広域
連合派遣

課長補佐/係長 1 会計年度任用職員 1 主査以下 1
主査以下 1 課長補佐/係長 1

主査以下 1
会計年度任用職員 1

健康福祉課長 兼総合福祉センター長 課長 1 福祉課長兼地域包括支援センター長 課長 1 健康福祉課長兼地域包括支援センター長 課長 1
課長補佐/係長 1 課長補佐/係長 1 課長補佐/係長 1

主査以下 4 主査以下 1 主査以下 1 社会福祉
士

課長補佐/係長 1 主査以下 2 社会福祉士 会計年度任用職員 1
主査以下 3 会計年度任用職員 13 課長補佐/係長 0

会計年度任用職員 3 課長補佐/係長 1 主査以下 1 社会福祉
士

課長補佐/係長 3 主査以下 0 会計年度任用職員 2

主査以下 5 主査以下 1 保健師 派遣 2
保健師、
主任介護
支援専門
員

会計年度任用職員 5 主査以下 1 社会福祉士 課長補佐/係長 1

会計年度任用職員 3 ワクチン
接種業務 課長補佐/係長 1 主査以下 2

保健
師

課長補佐/係長 1 主査以下 1 主査以下 1 管理栄養
士

主査以下 0 主査以下 5 保健師 会計年度任用職員 0
会計年度任用職員 5 会計年度任用職員 2 課長補佐/係長 0

課長補佐/係長 1 社会就労センター 課長補佐/係長 1 所長 主査以下 0
主査以下 1 会計年度任用職員 3

会計年度任用職員 2 課付課長 課長 1

産業振興課長 兼多目的研修集会施設長 課長 1 経済課長兼農業委員会事務局長 課長 1 農政課長 課長 1
課長補佐/係長 2 課長補佐/係長 1 課長補佐/係長 1

主査以下 2 主査以下 2 主査以下 3
課長補佐/係長 1 会計年度任用職員 3 会計年度任用職員 2

主査以下 0 課長補佐/係長 1 課長補佐/係長 1
課長補佐/係長 1 主査以下 1 主査以下 1

主査以下 1 会計年度任用職員 5 会計年度任用職員 1
会計年度任用職員 2 海外販路推進係 課長補佐/係長 1 課長補佐/係長 1
課長補佐/係長 1 農業委員会 課長補佐/係長 1 主査以下 1

主査以下 0 課長補佐/係長 1 会計年度任用職員 0
会計年度任用職員 1 主査以下 1 課長補佐/係長 0

課長補佐/係長 1 主査以下 0
主査以下 1 会計年度任用職員 1

課長補佐/係長 0

主査以下 1 事務局次
長

会計年度任用職員 2
観光課長 課長 1

課長補佐/係長 1
主査以下 1

会計年度任用職員 3

建設水道課長 課長 1 建設水道課長 課長 1 建設課長 課長 1
建設管理係 土木係 課長補佐/係長 1 課長補佐/係長 1 課長補佐/係長 1

建設管理係 主査以下 1 主査以下 1 主査以下 1
課長補佐/係長 1 課長補佐/係長 1 会計年度任用職員 4

主査以下 2 主査以下 0 課長補佐/係長 1
会計年度任用職員 1 課長補佐/係長 1 主査以下 2

主査以下 1 上下水道課長 課長 1
課長補佐/係長 1

主査以下 1
課長補佐/係長 1

主査以下 1
会計年度任用職員 1

課長補佐/係長 1
主査以下 1

会計年度任用職員 3

業務係

管理係

上
下

水
道

課
1

1
(7

-4
)

観光商工係

観
光

課
6

(3
-
3

)

建設係

土地利用・建築係

建
設

課
1

0
(6

-4
)

上下水道係

新型コロナワクチン
コールセンター

健
康

福
祉

課
1

7
(1

1
-6

)

農林係

農
政

課
1

6
(1

0
-
6

)

国土調査係

土地改良係

土地改良区事務局

営農支援センター再生協議会

住民係

環境衛生係

住
民

課
1

1
(9

-2
)

福祉介護係

地域包括支援センター

健康づくり係

白馬村

総務係

企画調査係

財政係

総
務

課
2

4
(1

2
-
1

2
)

税
務

課
1

2
(1

0
-

2
)

課税係

徴収係

収納係

町づくり推進係

花とハーブの里推進係

住
民

課
9

(9
-
0

)

住民係

環境整美係

保険医療係

池田町

総
務

課
1

9
（

1
4

-
5

）

総務係

危機管理対策室

課税係

企
画

政
策

課
1

1
(9

-
2

) 財政係

移住定住促進係

健
康

福
祉

課
3

9
(2

1
-
1

8
)

福祉係

地域包括支援センター

健康増進係

福祉企業センター

多世代相談センター

産
業

振
興

課
1

4
(1

1
-
3

)

農政係

耕地林務係

商工係

観光係

建
設

水
道

課
7

(6
-
1

)

水道係

情報統計係

財政係

税務係

松川村

総務係

噂の田舎へ案内係

総
務

課
1

7
(1

3
-
4

)

施設設備係兼土地開発公社

上下水道係

建
設

水
道

課
6

(6
-0

)
税

務
課

7
(5

-
2

)

住民係

政策企画係

生活環境係

福
祉

課
3

1
(1

6
-1

5
)

建設係

福祉係

保健医療係

住
民

課
9

(7
-2

)

営農支援センター

農林係

商工観光係

経
済

課
1

8
(1

0
-8

)

地域包括支援センター

健康推進係

建設管理と上下水道
係は係員２人でどち
らも兼務のため１人
ずつで計上
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R3池田松川白馬組織比較

課名 係名 職名等 人数 課名 係名 職名等 人数 課名 係名 職名等 人数

白馬村池田町 松川村

会計管理者 兼会計課長 課長 1 会計管理者 兼会計課長 課長 1 会計管理者　室長 課長 1
課長補佐/係長 1 課長補佐/係長 1 課長補佐/係長 0

主査以下 0 主査以下 1 主査以下 2
会計年度任用職員 1

学校保育課長 課長 1 教育次長兼子育て世代包括支援センター長 課長 1 教育課長 課長 1
課長補佐/係長 2 課長補佐/係長 1 課長補佐/係長 1

主査以下 2 主査以下 0 主査以下 1
会計年度任用職員 16 会計年度任用職員 17 会計年度任用職員 2

文化財保護推進室 会計年度任用職員 1 教育次長兼子育て世代包括支援センター長 課長 0 学保課長
兼務 課長補佐/係長 1

課長補佐/係長 2 課長補佐/係長 1 主査以下 0
主査以下 7 主査以下 0 学校給食センター 会計年度任用職員 15

会計年度任用職員 14 会計年度任用職員 35 白馬南小 会計年度任用職員 6
課長補佐/係長 1 課長補佐/係長 1 白馬北小 会計年度任用職員 10

主査以下 6 主査以下 1 保健師 白馬中 会計年度任用職員 11
任期付職員 1 会計年度任用職員 8 子育て支援課長 課長 1

会計年度任用職員 10 課長補佐/係長 1 課長補佐/係長 1
課長補佐/係長 1 主査以下 0 主査以下 3

主査以下 0 園長 1 会計年度任用職員 3
会計年度任用職員 4 主任保育士 2 課長補佐/係長 1

課付保育士（主事） 主査以下 1 保育士 5 主査以下 1 保健師

園長 1 会計年度任用職員 8
主任保育士 2 課長補佐/係長 0

保育士 4 主査以下 2 内１主任
保育士

会計年度任用職員 2
園長 1

主任保育士 2
保育士 11

主査以下 2
臨時的任用 2

会計年度任用職員 28
放課後児童クラブ 会計年度任用職員 4
放課後子ども教室 会計年度任用職員 2

課長 課長 1 社会教育課長兼公民館長兼多目的交流セ
ンター長 課長 1 生涯学習スポーツ課長 課長 1

課長補佐/係長 2 課長補佐/係長 1 課長補佐/係長 1
主査以下 1 主査以下 0 主査以下 2

会計年度任用職員 7 会計年度任用職員 3 会計年度任用職員 5
課長補佐/係長 0 課長補佐/係長 1 生涯学習係 課長補佐/係長 1

主査以下 1 主査以下 1 主査以下 0
会計年度任用職員 1 会計年度任用職員 2
課長補佐/係長 0 図書館 会計年度任用職員 3

主査以下 0
会計年度任用職員 1
課長補佐/係長 0

主査以下 0
会計年度任用職員 2

課長 1 課長 1 課長 1
会計年度任用職員 1 会計年度任用職員 1 主査以下 1

主査以下 1 課長 1
主査以下 1 管理栄養士 課長補佐/係長 2

保育士 2 主査以下 1
会計年度任用職員 3

合計 合計 合計
社保未加入者会計年度含む

内育児休業5
内育児休業4内育児休業6

252

会
計

課
3

(3
-
0

) 会計係
会計係

学
校

保
育

課
6

9
(2

4
-
4

5
)

児童センター

クラフトパーク係

生
涯

学
習

課
1

2
(5

-
7

)
会

計
課

3
(2

-
1

)

学校保育係

池田保育園

会染保育園

生涯学習係 

白
馬
山
麓

事
務
組
合

社
会

教
育

課
1

1
(4

-7
)

図書館

文化施設係

社会教育係

保育園係

子育て世代包括支援センター

子
育

て
応

援
課

6
2

(1
9

-4
3

)

学校教育係

子育て応援係

北保育園

南保育園

学
校

教
育

課
1

9
(2

-
1

7
)

会
計

室
3

(3
- 会計係

教育係

給食保健係

教
育

課
4

8
(4

-4
4

)

子育て支援係

議
会

2
(1

-
1

)

議
会

2
(1

-
1

)

事務局

母子健康係

子育て支援ルーム

保育園

施設整備係

子
育

て
支

援
課

7
4

(2
7

-4
7

)

スポーツ振興課

生
涯

学
習

課
1

5
(5

-
1

0
)

185 189

総務係
高校支援係

管理係

議
会

2
(2

-
0

)

事務局事務局

育
児

休
暇

4

H28 H29 H30 R1 R2
団体数 48 55 54 68 68
平均職員数 129.6 126 128.2 102.5 102.3
人口１万人当たり職員数 103 100.8 103.2 135.6 136.1
池田町 85 93 95 94 100
人口１万人当たり職員数 82.78 91.61 94.68 95.54 102.2

※地方公共団体定員管理調査による職員数（4/1現在）
※普通会計職員数のみとし、水道、国保会計職員は計上しない。

参考

全国類似団体の職員数の推移
H31～　類型Ⅱ－２（人口が１万人未満
となったため類型が変わった）

～H30　類型Ⅲ－２

1/1現在の住基人口

課数 係数 正職合計 課長 課長補佐/係長 主査以下 任期付職員 園長 主任保育士 保育士 保健師 社会福祉士 管理栄養士 臨時的任用 会計年度任用職員

池田 10 28 102 10 35 55 2 2 3 15 6 1 1 0 83

松川 11 31 90 10 28 35 0 2 4 11 7 3 0 0 99

白馬 14 35 109 15 29 51 0 1 2 11 3 2 1 2 143
（参考）正職のみ　網掛け部は別掲 社保未加入者含　加入89人
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番号 共同処理団体名 共同処理内容 構成市町村

1 池田松川施設組合
①学校給食調理施設

②火葬場の管理・運営

池田町、松川

村

2 高瀬広域水道企業団 ①水道用水供給
大町市、池田

町、松川村

3 北アルプス広域連合

①介護保険事務

②消防事務

③職員研修

④情報処理システム共同設置管理運営

⑤工事設計監督補佐業務

等

大北５市町村

（大町市、池

田町、松川

村、白馬村、

小谷村）

4 北アルプス連携自立圏

①若者交流・結婚支援

②子育て支援

③移住交流

④広域観光

⑤就労支援

⑥福祉

⑦医療・保健

⑧圏域マネジメント能力の強化

⑨公共施設の利用促進

⑩地域を支える人材の育成・確保

⑪自然と暮らしの調和

大北５市町村

（大町市、池

田町、松川

村、白馬村、

小谷村）

5 穂高広域施設組合

①し尿処理

②じんかい処理

③余熱利用健康保養施設

6市町村（安曇

野市、生坂

村、筑北村、

麻績村、池田

町、松川村）

6 中信地域町村交通災害共済事務組合 ①交通災害共済 15町村

7 長野県市町村総合事務組合

①退職手当の支給

②非常勤職員の公務災害及び通勤災害補償

等

安曇野市、県

下全町村

8 長野県自治振興組合
①電子自治体推進事務

等
県下全市町村

9 後期高齢者医療広域連合 ①後期高齢者医療制度事務 県下全市町村

10 長野県地方税滞納整理機構
①滞納処分

等

県下全市町村

及び県

広域等共同処理事務一覧
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超勤の実態（課又は係毎の超勤時間）

超勤合計

①

所属人

数②

1月1人当

時間数③

超勤合計

④

所属人

数⑤

1月1人当

時間数⑥

超勤合計

（④-①）

所属

人数
（⑤-②）

（時間） （人） （時間/人/月） （時間） （人） （時間/人/月） （時間） （人）

議会事務局 議会 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

総務 993 2 41.4 1,098 3 30.5 105 1 -10.9

派遣 211 2 8.8 106 2 4.4 -105 0 -4.4

消防防災/危機管理 223 1 18.6 242 1 20.2 19 0 1.6

課税 922 4 19.2 962 4 20.0 40 0 0.8

収納 25 1 2.1 110 1 9.2 85 0 7.1

町づくり 443 4 9.2 573 5 9.6 130 1 0.3

財政 121 2 5.0 272 2 11.3 151 0 6.3

移住 62 1 5.2 30 1 2.5 -32 0 -2.7

住民 100 3 2.8 161 3 4.5 61 0 1.7

環境 296 2 12.3 279 1 23.3 -17 -1 10.9

保険 69 2 2.9 254 2 10.6 185 0 7.7

福祉 545 5 9.1 479 4 10.0 -66 -1 0.9

包括 276 2 11.5 270 2 11.3 -6 0 -0.3

健康増進 731 7 8.7 914 8 9.5 183 1 0.8

子ども/多世代 242 2 10.1 324 2 13.5 82 0 3.4

農政 588 3 16.3 355 3 9.9 -233 0 -6.5

花 254 1 21.2 122 2 5.1 -132 1 -16.1

耕地林務 444 2 18.5 343 2 14.3 -101 0 -4.2

商工 160 2 6.7 48 1 4.0 -112 -1 -2.7

観光 457 2 19.0 321 2 13.4 -136 0 -5.7

農委 49 1 4.1 49 1 4.1 0 0 0.0

建設管理 560 2 23.3 135 2 5.6 -425 0 -17.7

土木 856 2 35.7 385 2 16.0 -471 0 -19.6

水道 423 2 17.6 227 2 9.5 -196 0 -8.2

下水道 127 1 10.6 136 1 11.3 9 0 0.8

会計課 会計 191 2 8.0 90 2 3.8 -101 0 -4.2

学校 395 3 11.0 551 4 11.5 156 1 0.5

保育 331 2 13.8 130 2 5.4 -201 0 -8.4

保育園 1,757 13 11.3 1,162 16 6.1 -595 3 -5.2

児童センター 126 1 10.5 100 1 8.3 -26 0 -2.2

生涯学習 218 2 9.1 153 2 6.4 -65 0 -2.7

総体 300 1 25.0 194 1 16.2 -106 0 -8.8

クラフトパーク 71 1 5.9 17 1 1.4 -54 0 -4.5

合計 12,566 83 12.6 10,592 88 10.0 -1,974 5 -2.6

1月1人当時間数　上位５係

（時間/人/月）

41 31

36 23

25 20

23 20

21 16

差（R2-R1）

総務係

令和元年度

※所属人数は年度内勤務実績者数（管理職・任期付き職員・育休除く。中途退職者含む）

令和２年度

係名

総務課

企画政策課

1月1人当

時間数

（⑥-③）

青塗:差8以上

建設水道課

学校保育課

生涯学習課

課等名

令和元年度分 令和２年度分

建設管理係

花とハーブの里推進係

土木係

総務係

環境整備係

危機管理対策室

課税係

総合体育館

住民課

健康福祉課

産業振興課

総合体育館

-15-
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まとめ (R2決算) 級別・年齢別職員人件費

級別平均 （ 単位：円 ）

給料（総額） 職員手当（総額） 退職手当負担金（総額） 共済負担金（総額） 互助会（総額）

1(主事、主事補） 28.1 33 4,265,975 140,777,164 70,514,476 36,907,051 12,987,813 20,189,090 178,734

2（主任） 32.4 9 5,549,529 49,945,759 23,720,167 14,314,337 4,206,837 7,047,556 656,862

3（主査） 40.7 18 5,433,797 97,808,347 48,927,409 25,008,752 9,921,489 13,816,558 134,139

4（係長） 45.4 25 8,540,070 213,501,749 103,046,700 60,652,148 17,537,421 32,028,384 237,096

5（課長補佐） 52.4 10 9,448,089 94,480,893 46,300,500 25,817,885 7,871,085 14,385,025 106,398

6（課長、参事） 55.1 10 9,989,043 99,890,432 48,185,700 28,276,134 8,191,416 15,126,413 110,769

計 105 6,632,422 696,404,344 340,694,952 190,976,307 60,716,061 102,593,026 1,423,998

年代別平均 （ 単位：円 ）

給料（総額） 職員手当（総額） 退職手当負担金（総額） 共済負担金（総額） 互助会（総額）

24 4,367,913 104,829,921 53,691,113 26,914,054 9,015,831 15,084,000 124,923

32 5,115,982 163,711,427 78,346,403 45,357,172 15,878,289 23,314,802 814,761

25 8,231,531 205,788,287 100,102,800 57,619,644 17,362,287 30,468,830 234,726

24 9,253,113 222,074,709 108,554,636 61,085,437 18,459,654 33,725,394 249,588

105 6,632,422 696,404,344 340,694,952 190,976,307 60,716,061 102,593,026 1,423,998

～30歳

31歳～40歳

41歳～50歳

年代

人件費は令和２年度決算を基にしている。年齢は令和3年4月1日時点の年齢。

人数には育児休業の職員を含み、令和２年度中退職者を含む。

内訳

人数 平均人件費 人件費計
内訳

在級 平均年齢 人数 平均人件費 人件費計

51歳～60歳

計
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生年 年齢 年齢 年齢 年齢

- 65 65 65 65
- 64 64 64 64
- 63 63 63 63
- 62 62 62 62
- 61 61 61 61
36 60 60 60 60
37 59 59 59 59
38 58 58 58 58
39 57 57 57 57
40 56 56 56 56
41 55 55 55 55
42 54 54 54 54
43 53 53 53 53
44 52 52 52 52
45 51 51 51 51
46 50 50 50 50
47 49 49 49 49
48 48 48 48 48
49 47 47 47 47
50 46 46 46 46
51 45 45 45 45
52 44 44 44 44
53 43 43 43 43
54 42 42 42 42
55 41 41 41 41
56 40 40 40 40
57 39 39 39 39
58 38 38 38 38
59 37 37 37 37
60 36 36 36 36
61 35 35 35 35
62 34 34 34 34
63 33 33 33 33

平1（64） 32 32 32 32
2 31 31 31 31
3 30 30 30 30
4 29 29 29 29
5 28 28 28 28
6 27 27 27 27
7 26 26 26 26
8 25 25 25 25
9 24 24 24 24
10 23 23 23 23
11 22 22 22 22
12 21 21 21 21
13 20 20 20 20
14 19 19 19 19

男性 50 人 女性 23 人 男性 0 人 女性 7 人 男性 1 人 女性 19 人 男性 51 人 女性 49 人

職員構成表（令和3年4月現在）

男 女

保健師

年齢は令和３年度中に達する年齢

男 女

事務職

男 女

全体

男 女

保育士

１級（主事、主事補） ４級（係長）

２級（主任） ５級（課長補佐）

３級（主査） ６級（課長、参事）
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生年 年齢 年齢 年齢 年齢

42 65 65 65 65
43 64 64 64 64
44 63 63 63 63
45 62 62 62 62
46 61 61 61 61
47 60 60 60 60
48 59 59 59 59
49 58 58 58 58
50 57 57 57 57
51 56 56 56 56
52 55 55 55 55
53 54 54 54 54
54 53 53 53 53
55 52 52 52 52
56 51 51 51 51
57 50 50 50 50
58 49 49 49 49
59 48 48 48 48
60 47 47 47 47
61 46 46 46 46
62 45 45 45 45
63 44 44 44 44

平1（64） 43 43 43 43
2 42 42 42 42
3 41 41 41 41
4 40 40 40 40
5 39 39 39 39
6 38 38 38 38
7 37 37 37 37
8 36 36 36 36
9 35 35 35 35
10 34 34 34 34
11 33 33 33 33
12 32 32 32 32
13 31 31 31 31
14 30 30 30 30
15 29 29 29 29
16 28 28 28 28
17 27 27 27 27
18 26 26 26 26
19 25 25 25 25
20 24 24 24 24
21 23 23 23 23
22 22 22 22 22
23 21 21 21 21
24 20 20 20 20
25 19 19 19 19

男性 43 人 女性 21 人 男性 0 人 女性 7 人 男性 1 人 女性 18 人 男性 44 人 女性 46 人

年齢は令和14年度中に達する年齢

男 女

職員構成表（令和14年4月：定年延長移行完了時点）

男 女 男 女 男 女

事務職 保健師 保育士 全体
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○池田町職員勧奨退職制度実施要綱 

平成16年９月１日訓令第31号 

（趣旨） 

第１ この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、計画的かつ安定した人事管理の円滑な運用と行財政

の健全化を図るため、普通退職に比べて有利な条件による退職の機会を与える制度（以下「勧奨

退職制度」という。）を定めるものとする。 

（対象となる職員） 

第２ 勧奨退職制度の適用を受けて退職できる職員（以下「勧奨退職者」という。）は、毎年度３

月31日において満55歳から満58歳に達するまでの間に退職を希望する職員のうち、町長が必要と

認めた職員であって、池田町職員定数条例（昭和43年池田町条例第８号）に規定する職員とする。

ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。 

（退職希望の届出） 

第３ 本要綱の適用を受けようとする職員は、毎年度の６月30日までに退職希望の届出をするもの

とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。 

（退職届の提出） 

第４ 勧奨退職制度の適用を受けて退職する職員の退職届の提出は、町長が別に定める日までに、

所属長を経由して町長に提出するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでな

い。 

（勧奨退職日） 

第５ 勧奨退職は、第５の規定による退職届の提出によって決定し、その年度の末日とする。ただ

し、町長が特に認めた場合は、この限りでない。 

（退職手当の額） 

第６ 退職手当の額は、長野県町村総合事務組合町村職員退職手当条例の定めるところによる。 

（再雇用制度） 

第７ 町長は、勧奨退職者のうち、行政上特に必要があると認められる職員については、別に定め

る額をもって２年を超えない期間に限り、嘱託等として再雇用することができる。 

（就職の斡旋） 

第８ 町長は、勧奨退職者のうち希望者には、就職先の斡旋に努力するものとする。 

（その他） 

第９ この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。 
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年齢 48歳 年齢 53歳

勤続 25年 勤続 30年

級 4-66 級 5-71

月額 367,600 月額 386,500

自己都合支給率 28.03950 自己都合支給率 34.73550

応募認定支給率 33.27075 応募認定支給率 40.80375

残り年数 12 残り年数 7年

加算年３％ 0.36 加算年３％ 0.21

367,600円×1.36×33.27075＝16,633,245円　…A 16,633,246 386,500円×1.21×40.80375＝19,082,486円　…A 19,082,486

367,600円×28.03950＝10,307,320円　…B 10,307,320 386,500円×34.73550＝13,425,271円　…B 13,425,271

A－B＝ 6,325,925 円 A－B＝ 5,657,215 円

（参考）年あたり人件費 8,860,000 円 （参考）年あたり人件費 9,450,000 円

（参考）退職まで人件費 106,320,000 円 （参考）退職まで人件費 66,150,000 円

特別負担金＝応募認定退職による退職手当ー自己都合退職の場合の

退職手当
特別負担金＝応募認定退職による退職手当ー自己都合退職の場合の退職手当

例２

45歳以上で早期退職する場合の特別負担金試算

例１

-22-
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付属機関調べ

担当 No 名称 担任する事務 人数 任期
法律等によ
る設置の必

要性

R3度又は
直近の任
命数

R1-3度の開
催頻度（年
平均）

その他（特記事項、設立意義、実態等）
報酬（円/
日）

参考年額（半日
3,800×任命数×
開催数）（円）

1 消防委員会委員 消防行政の円滑な運営を図る ８人以内 ２年 町独自 8 1.0 池田町消防委員会条例（Ｒ3～1回） 6,200 30,400

2
①

防災会議委員
地域防災計画の作成及び地域防災に関する重
要事項の審議

30人以内
会議のつど
委嘱

義務 27 1.0
災害対策基本法、池田町防災会議条
例

6,200 102,600

２
②

国民保護協議会委員 武力攻撃事態等から国民の保護を行う 15人以内

当該専門事
項による調
査が終了す
るまで

義務 15 0.3
武力攻撃事態等における国民の保護
のための措置に関する法律

- 0

3 特別職報酬等審議会委員 特別職の報酬及び給料額の改定審議 ７人以内

当該諮問に
係る審議が
終了するま
で

町独自 7 0.0
特別職の報酬給料額の改定審議
前回H17年度。次回予定なし。

6,200 0

4
公の施設指定管理者選定審
査会委員

指定管理者の候補者を選定する 10名以内

当該諮問に
係る審議が
終了するま
で

町独自 ※　指定管理をする担当課で実施 6,200 0

5 技能功労者褒賞審査会委員 褒賞該当者選考 若干名 １年 町独自 7 0.0
褒章該当者選考　前回R元年度実施、次回
R４年度実施予定。

6,200 0

6 情報公開審査会委員
情報公開請求決定に関する不服申立てに関す
る審査

５人 ２年
過去開催
なし

0.0 情報公開不服申立て審査 6,200 0

7 総合計画審議会委員
総合的かつ計画的な行政の運営を図るための
基本構想及び基本計画の審議

18人以内 ２年 義務 12 3.7
任命数R2までは18人、開催頻度は策定年
度は7回、改定年度3回、評価年度1回

6,200 167,200

8 都市計画審議会委員 都市計画に関する事項の調査審議 12人以内 ２年 義務 12 0.0 H21年以降開催無し 6,200 0

9 土地利用審議会委員
土地利用及び開発指導に関する重要事項の調
査審議

10人以内 ２年 町独自 8 1.0
5年に一度改定の際年3回開催、その他案件あ
れば随時開催。R2年にR3の改定のため3回開催 6,200 30,400

10 移住定住推進協議会委員
移住定住により町の人口を増やすため、総合
的かつ計画的な事業の推進を図る

20人以内
翌年度の３
月末

町独自 16 4.0 協議会1回、部会３回 6,200 243,200

11 空家対策協議会委員
空家等対策計画の作成等及び実施に関する協
議

12人以内 ２年 町独自 11 0.0
空家等対策計画の作成や特定空家の措置
等を協議する。

6,200 0

12 行財政改革推進委員会委員
効率的な町政の実現及び持続可能な財政運営
の推進を図る

10人以内 ２年 町独自 10 11.0 (R3創設） 6,200 418,000

13
交通安全対策協議会委員・
支部長

警察及び関係機関と連携を図り交通安全対策
を効果的に推進する

65人以内
会議のつど
委嘱

努力義務 57 1.0
関係機関・団体、事業所、自治会単位の
支部で組織（交通安全対策基本法第18
条）

6,200 216,600

14 地域公共交通会議委員
地域の実情に即した輸送サービスの実現に必
要な事項の協議

15人以内 ２年 義務 15 1.0
町営バス運行に関する協議（道路運送
法）市町村運営有償運送を実施するうえ
で必須

6,200 57,000

15
国民健康保険運営協議会委
員

国民健康保険事業の運営に関する事項の審議 ９人 ３年 義務 9 2.0 （国民健康保険法第11条） 6,200 68,400

16 環境審議会委員 環境保全に関する基本的事項の調査審議 10人以内 ２年 努力義務 0 0.0
審議が必要な場合のみ開催（環境基本法
第44条）

6,200 0

総
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付属機関調べ

担当 No 名称 担任する事務 人数 任期
法律等によ
る設置の必

要性

R3度又は
直近の任
命数

R1-3度の開
催頻度（年
平均）

その他（特記事項、設立意義、実態等）
報酬（円/
日）

参考年額（半日
3,800×任命数×
開催数）（円）

17 民生委員推薦会委員 民生委員の推薦 13人以内 ３年 義務 13 1.0 6,200 49,400

18
予防接種健康被害調査委員
会委員

予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処
理に資するため

10人以内

当該諮問に
係る審議が
終了するま
で

義務 5 0.0 6,200 0

19
新型インフルエンザ等対策
本部委員

新型インフルエンザ等の対策を行う
必要と認め
た者

必要と認め
た期間

義務 26 2.0 報酬必要な方４人 6,200 197,600

20 医師連絡懇談会委員
町民の健康と予防衛生及び疾病の対策につい
て医師との連携を深め、町民の健康管理を推
進する

15人以内 ２年 町独自 13 1.0 6,200 49,400

21
総合福祉センター運営委員
会委員

総合福祉センターの運営の適正化を図る 35人以内 ２年 努力義務 14 1.0 6,200 53,200

22 健康長寿推進協議会委員
健康増進計画及び食育推進計画の策定や健康
づくりの事業推進を図る

15人以内 ２年 町独自 14 3.0 6,200 159,600

いじめ問題再調査委員会委
員

いじめ問題調査委員会から報告を受けたとき
に必要がある場合は調査結果について再調
査、審議及びいじめ防止等のための提言を行
う

８人以内

町長が必要と認め
たときから当該諮
問に係る審議及び
報告が終了するま
で

その他
実績な
し

実績なし R3.６施行 6,200 0

23 子ども・子育て会議委員
子ども・子育て支援に関する施策の総合的か
つ計画的な推進に関し必要事項の審議

20人以内 ２年 6,200 0

24
福祉企業センター運営委員
会委員

福祉企業センターの円滑な運営を図る ８人 ２年 努力義務 8 0.0 6,200 0

25 商工業振興審議会委員 商工業振興に関する重要事項の審議 15人以内 ２年 町独自 不明 不明 町長の諮問に応じて開催 6,200 0

26 工場誘致等審議会委員 工場誘致の推進を図る ８人以内 ２年 町独自 4 1.0 案件が生じた場合に開催（R2に1回） 6,200 15,200

27
中小企業・小規模事業者振
興円卓会議委員

小規模事業者等の振興に関する施策について
基本方針等を定めるとともに町、事業者等の
役割を明確にし、施策を総合的に推進する

15人以内 ２年 町独自 14 0.0

協議する内容が広範囲で論点を絞り
込めなかったため、当面小委員会を
設置してそれぞれの部門（商・工・
農）で調査、研究及び振興施策の検
討をすることとした。H29　1回、H30
1回

6,200 0

28 農政問題協議会委員
農業振興の総合的企画と施策の円滑な推進を
図る

15人以内 ２年 町独自 不明 不明
農業再生協議会で農業問題及び施策
を検討しているため開催していな
い。

6,200 0

29
農業振興地域整備計画審議
会委員

農業振興地域整備計画の適正管理等円滑な整
備・推進を図る

９人以内 ２年 義務 9 1.0 案件が生じた場合に開催 6,200 34,200

30
農業構造政策推進協議会委
員

農業の分析・検討をして構造政策推進施策を
樹立し、事業の円滑な推進を図る

15人以内 ２年 町独自 不明 不明
農業再生協議会で農業問題及び施策
を検討しているため開催していな
い。

6,200 0

建
設
水
道

課 31
水道事業使用料等審議会委
員

上水道、下水道（農業集落排水も含む）の使
用料等水道事業の重要な事項の審議

10人以内 ２年 義務 9 0.0
平成30年度に開催
概ね3年ごとに開催

6,200 0
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付属機関調べ

担当 No 名称 担任する事務 人数 任期
法律等によ
る設置の必

要性

R3度又は
直近の任
命数

R1-3度の開
催頻度（年
平均）

その他（特記事項、設立意義、実態等）
報酬（円/
日）

参考年額（半日
3,800×任命数×
開催数）（円）

32 文化財保護委員会委員 文化財の指定保存及び活用 ５人 ２年 義務 5 3.4 年額 32,000 160,000

33
放課後子ども総合プラン運
営委員会委員

子どもの健全な育成と遊び及び生活支援 10人以内 １年 町独自 10 1.0 6,200 38,000

34 学びの郷活性化委員会委員
保育園・小中学校の様々な課題に取組み、楽
しく登校（園）できる学校（園）づくりと地
域との連携を検討する

必要と認め
た者

２年 町独自 29 3.0 6,200 330,600

いじめ問題調査委員会委員
いじめ問題に関する重大事態が発生した場
合、事実関係を明確にするための調査、審議
及びいじめ防止等のための提言を行う

８人以内

教育委員会が必要
と認めたときから
当該諮問に係る審
議及び報告が終了
するまで

その他
実績な
し

実績なし R3.６施行 6,200 0

35 教育行政評価委員
教育に関する事務の管理及び執行状況の点
検・評価に関する判定・指導

２人 ２年 義務 2 3.0 6,200 22,800

36
認定こども園入園及び在園
児審査委員会委員

心身に障害等のある児童について専門的な調
査・審査の上、認定こども園への入園及び在
園児に関する判定・指導

15人以内 ２年 町独自 4 2.0 6,200 30,400

37
教育委員会就学支援委員会
委員

小中学校の児童生徒等の適正な就学先判断及
び相談

20人以内 ２年 義務 13 6.0 6,200 296,400

38 社会教育委員 社会教育に関し、教育委員会に助言する 10人以内 ２年 町独自 6 4.0 社会教育法第15条 6,200 91,200
39 公民館運営審議会委員 公民館運営に関する審議 15人以内 ２年 町独自 6 1.0 社会教育法第29条 6,200 22,800
40 青少年育成町民会議会員 青少年の健全育成に寄与する 30人以内 ２年 町独自 27 1.0 6,200 102,600

41 青少年問題協議会委員
青少年の指導育成等に関する総合的施策の調
査審議

34人以内 ２年 町独自 地方青少年問題協議会法 6,200 0

42
男女共同参画まちづくり推
進協議会委員

男女共同参画に関する施策の総合的な推進 15人以内 ２年 町独自 9 4.0 6,200 136,800

43 人権教育推進協議会委員 人権教育の推進 37人以内 ２年 町独自 10 0.7 6,200 26,600

44
差別撤廃人権擁護審議会委
員

あらゆる差別の撤廃と人権の擁護に関する重
要事項について、町長の諮問に応じ調査審議
する

10人以内 ２年 町独自
住民課？健康福祉課？
池田町における部落差別撤廃とあら
ゆる差別をなくす条例

6,200 0

45 スポーツ推進委員 地域のスポーツ推進を図る 10人 ２年 義務 9 15.0 年額 75,000 675,000

46 総合体育館運営委員会委員
総合体育館の運営に関する重要事項の審議・
諮問

15人以内 ２年 町独自 0 0.0 6,200 0

47 スポーツ振興協議会委員 スポーツ振興基金の処分に関する審議 10人以内 ２年 町独自 0 0.0 6,200 0

48 図書館協議会委員
図書館の運営に関し館長の諮問に応じるとと
もに図書館奉仕について館長に対し意見を述
べる

７人以内 ２年 町独自 7 1.7 6,200 45,220

49
浅原六朗文学記念館協議会
委員

浅原六朗文学記念館の管理運営に関する審議 ６人以内 ２年 町独自 6 1.0 学校保育課 6,200 22,800

50
美術品取得等に関する委員
会委員

町立美術館の収蔵品としての美術品取得等に
関しての意見具申

５人以内 ２年 町独自 6,200 0

51 美術館運営協議会委員 美術館の効率運営のための協議 15人以内 ２年 町独自 10 2.0 6,200 76,000
52 創造館運営委員会委員 創造館の重要事項に関する審議・諮問 10人以内 ２年 町独自 10 2.0 6,200 76,000

合計 4,045,620

生
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令和３年度現在

区分 議長（円） 副議長（円） 委員長（円） 議員（円） 定数（人） 人口（人）
議員一人当た
り人口（人）

池田町 284,100 209,400 201,400 189,400 12 9,764 814

松川村 275,000 210,000 200,000 190,000 12 9,689 807

白馬村 279,000 220,000 207,000 198,000 12 8,649 721

小谷村 260,000 204,000 192,000 185,000 10 2,793 279

木曽町 257,000 176,000 162,000 155,000 14 10,742 767

飯島町 288,200 220,500 210,700 198,000 12 9,344 779

飯綱町 269,000 196,000 183,000 174,000 15 10,923 728

佐久穂町 275,000 210,000 189,000 185,000 14 10,808 772

宮田村 287,000 219,000 219,000 197,000 12 8,972 748

県内町村平均 265,442 194,495
常任委員長 181,093円
議運委員長 181,418円 172,797 11 7,212 656

備　　考
常任又は議運委
員長

町村数 58
町村人口
418,271人

議員定数

641人

議長 副議長 委員長 議員 合計

人数（人） 1 1 3 7 12

報酬総額（円） 284,100 209,400 604,200 1,325,800 2,423,500

平均（円） 201,958

※　県内町村平均数値はR2.7.1現在で、日額の町村を含むもの。（町村議会実態調査より）

議員報酬比較表

北

安

曇

郡

内

県

内

同

規

模

人

口

参考：池田町詳細
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1 39 40
2 87 27
3 54 7
4 10 1

190 75 1
5 43 3
6 68 4
7 56 12
8 30 15

197 34 1
9 58 53

10 42 32
11 15 16

115 101 1
502 210 3

12 55 44
13 24 20
14 4 1
15 24 21
16 34 53
17 6 6

147 145 1
18 96 101

96 101 1
19 100 53
20 84 84
21 8 1
22 57 66

249 204 2
23 4 1
24 33 20
25 72 34
26 70 50

179 105 1
671 555 5

27 61 49
28 71 68

132 117 1
132 117 1

1,305 882 9
1
1
1
2
2

1,305 882 16
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財政安定化庁内プロジェクト（略称：アンプロ）概要 

 

【構 成】 リーダー  ：町長 

      サブリーダー：副町長、教育長 

      メンバー  ：課長、課長補佐、行財政改革担当 

             （必要に応じて担当係長出席） 

      事務局   ：財政係 

 

【目 的】 ・将来にわたる持続可能な財政基盤の確立 

      ・限られた資源（人材・財源）で最大の効果獲得 

      ・行財政改革推進委員会の検討と並行した庁内協議 

 

【開催日】 原則、月初めの庁議終了後 9:30～ 

 

【検討項目と具体策】 

検討項目 具体策（具体例） 

新規事業や課題事業の財政面

からの検証・検討 

会染西部ほ場整備創設非農用地の活用 

会染保育園の今後 

美術館の運営 

業務の見直し・効率化 ムダ・課題・問題点の洗い出し 

既存組織の見直し 

意識改革、5Ｓ 

コスト意識の徹底、アイデア出し 

提案ボックスの活用 

自主財源の確保 普通財産の処分（旧上原商店跡地、北保育園） 

職員数および業務量の精査 類似団体や松川村との比較検証 

財政状況の共有 財政状況の把握、財政知識の向上 

 

【進捗状況】 4 回開催（7/29 現在）。 

財政状況の説明（行革委の資料利用）、会染西部ほ場整備創設非農用

地の活用、会染保育園施設整備、ハーブセンターの課題、商業エリア

の活用、組織改正等について協議。 

-33-


